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し
な
い
、さ
せ
な
い
！ 

不
法
投
棄

　
決
め
ら
れ
た

場
所
以
外
に
ご

み
を
捨
て
る
不

法
投
棄
や
ご
み

の
ポ
イ
捨
て

は
、
景
観
を
損

ね
る
だ
け
で
な

く
、
水
質
汚
濁

や
土
壌
汚
染
な

ど
、
自
然
環
境
に
も
悪
影
響
を
与

え
ま
す
。
市
で
は
、
ク
リ
ー
ン
活

動
の
推
進
や
環
境
パ
ト
ロ
ー
ル
な

ど
で
不
法
投
棄
防
止
の
啓
発
活
動

に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
悪
質
な

事
案
に
つ
い
て
は
、
警
察
と
連
携

す
る
な
ど
し
、
厳
し
く
対
応
し
て

い
ま
す
。

　
私
た
ち
一
人
一
人
が
不
法
投
棄

防
止
の
意
識
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、

自
然
環
境
を
保
護
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
不
法
投
棄
の
な
い
自
然

豊
か
で
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
に
し

ま
し
ょ
う
。

●
不
法
投
棄
防
止
の
ポ
イ
ン
ト

・�

ご
み
は
管
理
が
不
十
分
な
土
地

に
捨
て
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
た

め
、
土
地
の
所
有
者
は
草
刈
り

の
徹
底
や
柵
の
設
置
な
ど
に
よ

り
、
不
法
投
棄
を
さ
せ
な
い
環

境
を
整
え
ま
し
ょ
う
。

・�

海
や
山
、
観
光
地
な
ど
で
の
レ

ジ
ャ
ー
で
出
た
ご
み
は
、
決
め

ら
れ
た
場
所
に
捨
て
る
か
、
持

ち
帰
り
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
生
活
環
境
課
（
☎
０
２
５
・
５

２
６
・
５
１
１
１
、
内
線
１
０
２

０
・
４
１
１
４
）

「
全
国
家
計
構
造
調
査
」に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　
総
務
省
で
は
、
10
月
か
ら
11
月

の
２
カ
月
間
に
わ
た
り
「
全
国
家

計
構
造
調
査
」
を
実
施
し
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
家
計
に
お
け
る
消

費
や
所
得
な
ど
の
実
態
を
把
握
す

る
た
め
に
５
年
ご
と
に
実
施
さ
れ

る
も
の
で
、
調
査
結
果
は
国
や
地

方
公
共
団
体
に
お
い
て
年
金
給
付

額
や
保
険
料
負
担
額
の
検
討
な
ど

に
利
用
さ
れ
ま
す
。
上
越
市
で
は
、

無
作
為
に
抽
出
さ
れ
る
約
２
０
０

世
帯
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
８
月
か
ら
、
調
査
員
証
を
携
帯

し
た
調
査
員
が
対
象
地
域
を
巡
回

し
ま
す
の
で
、

調
査
へ
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
総
合
政
策
課

（
☎
０
２
５
・

５
３
２
・
２
４

４
０
）

平
和
祈
念
の
黙
と
う
を 

お
願
い
し
ま
す

　
８
月
６
日
と
９
日
は
、
広
島
と

長
崎
に
原
子
爆
弾
が
投
下
さ
れ
た

日
で
す
。
投
下
さ
れ
た
時
刻
に
全

国
各
地
で
原
爆
死
没
者
の
冥
福
を

祈
り
、
黙
と
う
を
捧
げ
ま
す
。
ま

た
、
８
月
15
日
は
、「
戦
没
者
を

追
悼
し
平
和
を
祈
念
す
る
日
」
と

し
て
黙
と
う
を
捧
げ
ま
す
。
市
民

の
皆
さ
ん
も
黙
と
う
を
お
願
い
し

ま
す
。

時
８
月
６
日
㊋
午
前
８
時
15
分（
広

島
）、
８
月
９
日
㊎
午
前
11
時
２

分
（
長
崎
）、
８
月
15
日
㊍
正
午　

問
生
活
援
護
課
（
☎
０
２
５
・
５

２
０
・
５
６
９
７
）

高
齢
者
に
よ
る 

趣
味
の
作
品
展
示

　
市
民
の
趣
味
活
動
や
創
作
活
動

の
発
表
の
場
と
し
て
、
展
示
コ
ー

ナ
ー
を
設
け
て
い
ま
す
。

●
展
示
場
所
お
よ
び
時
間

時
所
○
福
祉
交
流
プ
ラ
ザ
（
寺
町

２
）
＝
午
前
８
時
30
分
～
午
後
９

時　
○
市
民
い
こ
い
の
家
（
石
橋

１
）
＝
午
前
９
時
～
午
後
６
時　

○
雁
木
通
り
プ
ラ
ザ
（
本
町
３
）

＝
午
前
８
時
30
分
～
午
後
10
時

●
展
示
作
品
を
随
時
募
集

　

各
施
設
の
展
示
コ
ー
ナ
ー
、

シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
に
展
示
す
る
作
品

を
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

対
市
内
で
活
動
す
る
個
人
・
団
体　

申
問
展
示
希
望
日
の
２
週
間
前
ま

で
に
高
齢
者
支

援
課
（
☎
０
２

５
・
５
２
０
・

５
７
０
８
）

老
人
医
療
費
助
成
制
度（
県
老
）

　
通
院
・
入
院
時
に
か
か
る
医
療

費
の
自
己
負
担
額
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
。

対
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
人

①�

市
内
に
住
所
が
あ
り
、
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
認
定
を
受
け

て
い
な
い
65
歳
～
69
歳
ま
で
の

人
②�

常
時
１
人
暮
ら
し
、
ま
た
は
３

カ
月
以
上
寝
た
き
り
状
態
の
人

③�

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
３

５
万
円
以
下
の
人

申
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

健
康
保
険
証
を
持
参
の
上
、
国
保

年
金
課
、各
総
合
事
務
所
、南・
北

出
張
所
へ
。
申
請
書
は
申
し
込
み

先
に
あ
り
ま
す　
問
国
保
年
金
課

（
☎
０
２
５・５
２
０・５
７
１
７
）

今
年
度
新
た
に
住
民
税
非
課
税
等

と
な
る
世
帯
に
生
活
支
援
給
付
金

を
支
給
し
ま
す

　
国
の
「
デ
フ
レ
完
全
脱
却
の
た

め
の
総
合
経
済
対
策
」
に
お
け
る

物
価
高
へ
の
支
援
と
し
て
、
今
年

度
新
た
に
住
民
税
非
課
税
ま
た
は

住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
と
な
る

世
帯
に
、
生
活
支
援
給
付
金
を
支

給
し
ま
す
。

※�

令
和
５
年
度
に
住
民
税
非
課
税

世
帯
等
に
対
す
る
生
活
支
援
給

付
金
の
支
給
対
象
と
な
っ
た
世

帯
や
、
世
帯
全
員
が
、
住
民
税

が
課
税
さ
れ
て
い
る
人
か
ら
税

法
上
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
世

帯
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

●
支
給
額

　
１
世
帯
当
た
り
10
万
円

※�

18
歳
以
下
の
児
童
を
扶
養
し
て

い
る
場
合
、
対
象
児
童
１
人
当

た
り
５
万
円
を
加
算
。

他
対
象
と
見
込
ま
れ
る
世
帯
に
は
、

８
月
上
旬
か
ら
順
次
、
確
認
書
ま

た
は
申
請
書
を
送
付
し
ま
す

※�

本
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
し

た
人
を
含
む
世
帯
な
ど
、
市
で

課
税
状
況
を
判
定
で
き
な
か
っ

た
世
帯
は
申
請
が
必
要
で
す
。

申
問
確
認
書
ま
た
は
申
請
書
に
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
10
月
31
日

㊍
（
消
印
有

効
）
ま
で
に
郵

送
で
生
活
援
護

課（
☎
０
２
５・

５
２
０
・
５
６

９
７
）

詳しくは

詳しくは

詳しくは


